
 

 

 

                  

 

 

 
 

 

 

 

中東情勢の影響を受ける中小企業者等の資金繰りを新たに支援します 

（県制度融資「経済変動対策資金」に「中東情勢影響枠」を新設） 

 
県では、「長期固定の低金利」と「信用保証料の一部を県が負担」が特徴である県制度融資に     

より、県内企業の資金調達を支援しています。 

このたび、中東情勢の影響を受ける事業者の資金繰りを支援するため、資金メニューのうち経営

状況が厳しい事業者向けの「経済変動対策資金」に、「中東情勢影響枠」を６月１日（月）から       

新設し、本日（５月１４日（木））から事前相談を受け付けます。 

これにより、売上高等の減少が見込まれる段階で、速やかに資金繰りの支援が行えるようになり

ます。 
 

１ 融資対象者 

中東情勢による影響で、最近１か月の売上高又は売上総利益が前年同期比５％以上減少し、  

かつ、その後２か月を含めた３か月の平均も前年同期比５％以上減少することが見込まれる中小

企業者等 

 ［具体例］ 

  ・卸売業：中東情勢に伴う仕入れの停滞により商品確保が困難となり、売上高が減少し、今後

も減少が見込まれる場合 

  ・建設業：受注はあるものの、中東情勢に伴う資材価格の上昇により売上総利益が減少し、  

今後も減少が見込まれる場合 

 

２ 施行日（融資取扱開始日） 

令和８年６月１日（月） 

 

３ 事前相談等の受付 

融資実行に向けた事前相談等は、県内各取扱金融機関、岐阜県信用保証協会及び岐阜県（県庁

商業・金融課及び現地機関（岐阜地域産業労働室及び各県事務所））において、５月１４日（木）

から対応します。 

 

４ 経済変動対策資金（中東情勢影響枠）の内容 

融資利率 年２．２％（固定） 

融資限度額 運転・設備資金 １億円 

償還期間 運転・設備資金 １０年以内（据置期間２年以内） 

事業者負担※ 

信用保証料率 

無担保の場合：年０．３５％～０．９０％ 

有担保の場合：年０．２５％～０．８０％ 

※信用保証料の一部を県が補助 

信用保証料率は県による補助（年０．１％～１．０％）後の率 

担保 原則として不要（必要に応じて） 

保証人 原則、法人代表者以外は不要（法人代表者は必要に応じて） 

融資申込先 県内各取扱金融機関 
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